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１ 事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）新旧対照表  

改    正 現    行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 １～13の２ （略） （略）   １～13の２ （略） （略）  

14 卸売市場法（昭和46年法律

第35号。以下この項において

「法」という。）及び卸売市

場法施行規則（昭和46年農林

省令第52号。以下この項にお

いて「省令」という。）に基

づく次の事務 

 (１) 法及び省令の規定によ

り、知事に提出する書類を

受理し、及び知事に送付す

ること。 

横浜市、川崎

市及び相模原

市 

14 卸売市場法（昭和46年法律

第35号。以下この項において

「法」という。）及び神奈川

県地方卸売市場条例（昭和46

年神奈川県条例第65号。以下

この項において「条例」とい

う。）に基づく次の事務 

 (１) 法及び条例の規定によ

り、知事に提出する書類を

受理し、及び知事に送付す

ること。 

市町村 

15～16の４ （略） （略） 15～16の４ （略） （略） 

16の５ 鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法

律（以下この項において

「法」という。）及び鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律施行規則

（以下この項において「省

令」という。）並びに法及び

省令の施行のための規則に基

づく次の事務 

 (１)～(10) (略) 

横浜市、川崎

市及び相模原

市 

16の５ 鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法

律（以下この項において

「法」という。）及び鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律施行規則

（以下この項において「省

令」という。）並びに法及び

省令の施行のための規則に基

づく次の事務 

 (１)～(10) (略) 

市町村 

17～21の２ （略） （略） 17～21の２ （略） （略） 

22 自然環境保全条例（以下こ

の項において「条例」とい

う。）及び条例の施行のため

の規則に基づく次の事務 

 (１)・(２) (略) 

相模原市 22 自然環境保全条例（以下こ

の項において「条例」とい

う。）及び条例の施行のため

の規則に基づく次の事務 

 (１)・(２) (略) 

市町村（横浜

市、川崎市、

鎌倉市、大和

市 、 海 老 名

市、綾瀬市、

葉山町、開成

町、箱根町及

び清川村を除

く。） 

23～160 （略） （略） 23～160 （略） （略） 
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２ 附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属

機関

の属

する

執行

機関 

附属機関 設置目的 
委員

の数 

  附属

機関

の属

する

執行

機関 

附属機関 設置目的 
委員

の数 

 

 

知事 (略) (略) (略) 

  

知事 (略) (略) (略)  

（削除） 神奈川県

卸売市場

審議会 

卸売市場法（昭和46年法律第

35号）第71条第１項の規定に

基づき、知事の諮問に応じ、卸

売市場整備計画に関する事項

その他卸売市場に関する重要

事項を調査審議すること。 

20人 

以内 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

(略) (略) (略) (略) 

  

(略) (略) (略) (略)  
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３ 神奈川県都市農業推進条例（平成17年神奈川県条例第90号）新旧対照表 

改    正 現    行 

（基本理念） （基本理念） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 農業資源の維持及び確保に当たっては、市街

地及びその周辺にある農地が良好な都市環境の

形成に資することに鑑み、これらの農地が保全

されるよう配慮されなければならない。 

（新規） 

４ （略） ３ （略） 

  

（基本的施策） （基本的施策） 

第７条 県は、基本理念に基づいて、次に掲げる

施策を実施する。 

第７条 県は、基本理念に基づいて、次に掲げる施

策を実施する。 

(１)～（７） （略） (１)～（７） （略） 

(８) 多様な担い手の育成及び確保並びに農業

用水その他の農業資源を保全するために地域

が共同して行う取組を促進することを通じ

て、耕作放棄地（以前耕作の用に供されてい

た土地で、過去１年以内に耕作されず、かつ、

当分の間耕作される見込みのないものをい

う。）の解消及び発生抑制その他農地の有効

利用を推進すること。 

(８) 多様な担い手により農地の保全を促進し、

耕作放棄地（以前耕作の用に供されていた土地

で、過去１年以内に耕作されず、かつ、当分の

間耕作される見込みのないものをいう。）の解

消及び発生抑制を図ること並びに共同して行

う取組により農業用水その他の農業資源の保

全を促進することを通じて、農地の有効利用を

促進すること。 

(９)  農業者の営農意欲を喚起し、及び都市農

業に対する県民の理解を促進することを通じ

て、市街地及びその周辺にある農地の保全を

推進すること。 

（新規） 

(10)～（13） （略）  (９)～（12） （略）  
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４ 神奈川県漁港管理条例（昭和44年神奈川県条例第44号）新旧対照表 

改    正 現    行 

（利用料等及び土砂採取料等の徴収） （利用料等及び土砂採取料等の徴収） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２ 別表第２の駐車料は、規則で定める利用券を発

行して徴収する。 

２ 別表第２の駐車料及び城ケ島大橋渡橋料は、規

則で定める利用券を発行して徴収する。 

３ （略） ３ （略） 

  

別表第２（第12条関係） 別表第２（第12条関係） 

１ 利用料 １ 利用料 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（削除） 

 城ケ島

大橋渡

橋料 

午前８時から午後７時（11月１日から翌

年２月末日までの間は、午後６時）まで

の利用につき 

利用の種別 

普通利用 

（往復に

つき） 

回数利用 

（11往復

につき） 

定期利用 

（乗合型

自動車（路

線）を除

く。） 

（１箇月

の利用に

つき） 

原動機付自

転 車 

（総排気量

が0.050リ

ットルを超

えるものに

限 る 。 ） 

軽 自 動 車 

50円 530円 1,100円 

   貨物自動車 

小型乗用自

動 車 

100円 1,100円 2,200円 

 

   普通乗用自

動 車 
150円 1,630円 3,300円 

 

   乗合型自動

車 

（ 路 線 ） 

200円 2,200円 ― 

 

   乗合型自動

車 

（その他） 

530円 5,500円 11,000円 

 

   特殊自動車 300円 3,300円 6,600円  

２ 占用料 ２ 占用料 

（略） （略） 

備考 （略） 備考 （略） 
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